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防災拠点となる公共施
設等の耐震化推進状況
調査の結果

防災課

　我が国は世界のマグニチュード6.0以上の地震の約２
割が起こっている地震多発国です。近い将来の発生の切
迫性が指摘されている大規模地震には南海トラフ巨大地
震や首都直下地震などがあり、これらの地震災害が最大
クラスの規模で発生した場合には、東日本大震災を超え
る甚大な被害が発生することが予測されています。
　熊本地震（平成28年４月）では、耐震化されていなかっ
た自治体庁舎が損壊し、災害対応や必要な行政サービス
が行えなくなった事例が複数発生したことからも、災害
応急対策を円滑に実施するため、防災拠点となる庁舎、
消防署、避難所となる文教施設などの公共施設等の耐震
化の重要性が再認識されています。
　このことから消防庁では、地方公共団体（都道府県及
び市町村）が所有又は管理する公共施設等について、耐
震診断及び改修実施状況等について進捗状況を把握する
ため、調査を実施しました。

調査の趣旨等1

調査概要2
　地方公共団体が所有又は管理している公共施設等（公
共用及び公用の建物：非木造のうち、２階以上又は延床
面積200㎡超の建築物）全体のうち、災害応急対策を実
施するに当たり拠点（防災拠点）となる施設を表１の基
準に基づき抽出し、耐震化の進捗状況について集計を行
いました。なお、調査対象はすべての都道府県（47団体）
及び市町村（1,741団体）で、調査基準日は令和２年10
月１日です。

表１　防災拠点となる公共施設等の分類基準
区　　分 防災拠点と位置づける施設

① 社会福祉施設 全ての施設
② 文教施設
　（校舎、体育館）

指定緊急避難場所又は指定避難所に指定して
いる施設

③ 庁舎 災害応急対策の実施拠点となる施設

④ 県民会館・公民館等 指定緊急避難場所又は指定避難所に指定して
いる施設

⑤ 体育館 指定緊急避難場所又は指定避難所に指定して
いる施設

⑥ 診療施設 地域防災計画に医療救護施設として位置づけ
られている施設

⑦ 警察本部、警察署等 全ての施設

⑧ 消防本部、消防署所 全ての施設

⑨ その他（上記以外） 指定緊急避難場所又は指定避難所に指定して
いる施設

調査結果3
（１）令和２年10月1日時点耐震率：95.1％（図1）
　令和２年10月１日時点で地方公共団体が所有又は管
理する防災拠点となる公共施設等は全国で18万5,472棟
（都道府県：22,022棟、市町村：163,450棟）あります。
このうち17万6,339棟の耐震性が確保されており、耐震
率は95.1％となります。前回調査が行われた平成30年
度末（94.2％）と比較すると、0.9ポイント上昇しました。
　なお、本調査における「耐震率」は、対象となる全棟
数に占める「耐震性が確保されている」棟数の割合です。
　「耐震性が確保されている」としたものは、次のとお
りです。
　①�　建築基準法が改正された昭和56年６月１日以降
の新耐震基準で建築された建築物

　②�　耐震診断の結果「耐震性能を有する」と診断され
た建築物　

　③　耐震改修整備を実施した建築物　
　調査を始めてからの耐震率の推移を示すと、図１のと
おりです。
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図1　防災拠点となる公共施設等の耐震率の推移

表２　施設別の耐震率（都道府県＋市町村）

 

 

 

（２）施設区分別の耐震率 

  耐震率を施設区分別にみると次のとおりです（括弧内は平成 31 年３月 31 日時点の数

値）。 

 

棟数等の詳細は、表２のとおりです。校舎・体育館など文教施設の耐震率が高く、県民

会館・公民館等の耐震率が比較的低い傾向にあります。 

なお、災害対策本部が設置される庁舎等の耐震率については、都道府県では 95.7％、

市町村では 83.9％であり、耐震性を有する施設を代替庁舎として指定しているものを含

めると都道府県では 100％、市町村では 98.4％となっています。 

 

 

 

 

 

１ 社会福祉施設      91.2%(89.8%) ６ 診療施設          93.9%(92.4%) 

２ 文教施設(校舎・体育館) 99.2%(98.9%) ７ 警察本部・警察署等  88.1%(87.0%) 

３ 庁舎                 88.2%(85.6%) ８ 消防本部・消防署所  93.9%(92.6%) 

４ 県民会館･公民館等      86.8%(85.2%) ９ その他              89.4%(87.9%) 

５ 体育館                 88.1%(86.6%)          

 

図 1 防災拠点となる公共施設等の耐震率の推移 

（２）施設区分別の耐震率（表２）
 

 

 

（３）耐震性が確保されている棟数の内訳（図２） 

耐震性が確保されている 17万 6,339棟の内訳は、次のとおりです。 

① 建築基準法が改正された昭和 56 年６月１日以降の建築確認を得て建築された

建築物…10万 1,717 棟 

② 昭和 56 年５月 31 日以前の建築確認を得て建築された建築物のうち、耐震診断の

結果「耐震性能を有する」と診断された建築物…2 万 9,231棟 

③ 耐震改修整備を実施した建築物…4万 5,391棟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和２年10月１日現在）

改修の必要
がない棟数 改修済棟数

未改修の棟
数

A B X Y C D B+C+D=E Y/X E/A

1 社会福祉施設 18,766 11,859 6,907 6,241 3,453 1,811 977 666 17,123 90.4% 91.2%

2
文教施設
　　（校舎・体育館）

106,979 48,993 57,986 57,869 18,984 38,156 729 117 106,133 99.8% 99.2%

3 庁舎 9,227 5,388 3,839 3,617 1,227 1,522 868 222 8,137 94.2% 88.2%

4 県民会館・公民館等 17,371 11,871 5,500 4,720 1,921 1,286 1,513 780 15,078 85.8% 86.8%

5 体育館 4,909 3,174 1,735 1,532 544 605 383 203 4,323 88.3% 88.1%

6 診療施設 2,880 2,349 531 483 219 136 128 48 2,704 91.0% 93.9%

7 警察本部・警察署等 5,579 4,048 1,531 992 302 565 125 539 4,915 64.8% 88.1%

8 消防本部・消防署所 5,779 4,200 1,579 1,446 753 473 220 133 5,426 91.6% 93.9%

9 その他 13,982 9,835 4,147 3,523 1,828 837 858 624 12,500 85.0% 89.4%

185,472 101,717 83,755 80,423 29,231 45,391 5,801 3,332 176,339 96.0% 95.1%合　　計

施設名 全棟数
耐震済の棟

数
耐震診断実

施率
耐震率

S57年以降
建築の棟数

S56年以前
建築の棟数 耐震診断実

施棟数 耐震診断未
実施棟数

表２ 施設別の耐震率（都道府県＋市町村） 
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図２　耐震性が確保されている棟数の内訳

図３　�災害対策本部設置庁舎及び代替庁舎の耐震率【都道府県】

 

     

 

４ 防災拠点となる公共施設等の耐震化に向けた取組み 

調査結果から、防災拠点となる公共施設等の耐震化は着実に進んでいることが分かり

ますが、依然として耐震性が確保されていない施設が見られることから、各地方公共団体

において、当該施設の耐震診断や診断結果に基づく耐震改修など耐震化の取組がより一

層推進されることが望まれます。 

消防庁では特に、消火、救急・救助活動の拠点となる消防本部・消防署所や、災害対策

本部が設置される庁舎について、災害時の地方公共団体の業務継続性確保の観点から、早

急に耐震化が進められるよう、地方公共団体の取組を支援していきます。 

 

調査結果の詳細につきましては、消防庁ホームページをご参照ください。 

「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査結果の公表」 

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/#anchor--01 

 

 

図２ 耐震性が確保されている棟数の内訳 

 

      

（４）災害対策本部設置庁舎及びその代替庁舎の耐震状況（図３、図４） 

  災害対策本部設置庁舎の耐震率は都道府県で 95.7％、市町村で 83.9％となります。ま

た、同庁舎又はその代替庁舎が耐震化されている場合でみると、都道府県は 100％、市町

村は 98.4％となります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

図３ 災害対策本部設置庁舎及び代替庁舎の耐震率【都道府県】 

図４ 災害対策本部設置庁舎及び代替庁舎の耐震率【市町村】 

（４）�災害対策本部設置庁舎及びその代替庁舎の耐震状
況（図３、図４）

　�災害対策本部設置庁舎の耐震率は都道府県で95.7％、

市町村で83.9％となります。また、同庁舎又はその代
替庁舎が耐震化されている場合でみると、都道府県は
100％、市町村は98.4％となります。

（３）耐震性が確保されている棟数の内訳（図２）
　耐震性が確保されている17万6,339棟の内訳は、次の
とおりです。
　①�　建築基準法が改正された昭和56年６月１日以降
の建築確認を得て建築された建築物…10万1,717棟

　②�　昭和56年５月31日以前の建築確認を得て建築さ
れた建築物のうち、耐震診断の結果「耐震性能を有
する」と診断された建築物…2万9,231棟

　③　耐震改修整備を実施した建築物…4万5,391棟



消防の動き '21 年 11月号   - 17 -

防災拠点となる公共施設等の耐震化に
向けた取組み4

　調査結果から、防災拠点となる公共施設等の耐震化は
着実に進んでいることが分かりますが、依然として耐震
性が確保されていない施設が見られることから、各地方
公共団体において、当該施設の耐震診断や診断結果に基
づく耐震改修など耐震化の取組がより一層推進されるこ
とが望まれます。
　消防庁では特に、消火、救急・救助活動の拠点となる
消防本部・消防署所や、災害対策本部が設置される庁舎
について、災害時の地方公共団体の業務継続性確保の観
点から、早急に耐震化が進められるよう、緊急防災・減
災事業債の対象事業を拡充するなど、今後も地方公共団
体の取組を支援していきます。

調査結果の詳細につきましては、消防庁ホームページを
ご参照ください。
「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査結果
の公表」
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/#anchor--01

図４　�災害対策本部設置庁舎及び代替庁舎の耐震率【市町村】

 

      

（４）災害対策本部設置庁舎及びその代替庁舎の耐震状況（図３、図４） 

  災害対策本部設置庁舎の耐震率は都道府県で 95.7％、市町村で 83.9％となります。ま

た、同庁舎又はその代替庁舎が耐震化されている場合でみると、都道府県は 100％、市町

村は 98.4％となります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

図３ 災害対策本部設置庁舎及び代替庁舎の耐震率【都道府県】 

図４ 災害対策本部設置庁舎及び代替庁舎の耐震率【市町村】 

問合わせ先
　消防庁 国民保護・防災部 防災課
　TEL: 03-5253-7525

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/#anchor--01

